
雲仙市内の少年非行概況（令和６年１月末）

件数は令和６年１月からの累計です
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１ 特徴

○ 令和６年に入り、少年による刑法犯及び特別法犯は発生しておりません。

○ 令和６年に入り、不良行為少年の補導は、ありません。

２ 今後の対策

○ 少年の犯罪行為防止に向けた警ら活動を強化します。

○ 各関係機関と連携した補導活動を実施し、不良行為少年に対して積極的に

声かけを実施します。

３ 雲仙警察署からのお願い

○ 酒類やタバコを販売されている業者の方にお願いです。

２０歳以上かどうか判断がつかない客に酒類等を販売する際は、確実に身

分証で年齢の確認をお願いします。

○ 深夜に駐車場等で少年がい集するのを見た際には、雲仙警察署までご連

絡ください。


